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国土交通省の調査によれば、全国の土地のうち所有者（の所在）が判らない土地は23％で、その合計面積は九州
地方を大きく上回ると推定されています。そして、発生原因の9割以上が相続登記（63％）あるいは住所変更登記
（29％）の未実施によるものとなっています（図表2）。

図表2 全国の所有者不明土地の割合（2024年）
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相続に続く、「登記」の義務付け

（注1）検索用情報は2025年4月、会社法人等番号は2024年4月に先行施行
（注2）①相続により土地を取得した者が相続登記をせずに亡くなった場合、または、②不動産

価額100万円以下の相続登記
（注3）免税以外にも相続人申告登記制度(登記の履行期限が迫っている場合等に自らが登記

簿上の相続人であることを登記官に申し出ることで義務を履行できる制度)等などがある
（資料）法務省ホームページ等よりひろぎんHD経済産業調査部（以下、当部）作成一連のルール改正の実効性に期待

2026年4月より、不動産（土地・建物）の所有者（登記名義人）は、所有権の登記後に住所や氏名・名称に変
更があった場合、個人・法人にかかわらず２年以内に変更登記を行うことが義務付けられます。
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環境整備

スマート変更登記
（注1）を先行施行

登録免許税の
免税措置（注2・3）等

図表1 住所、氏名・名称等変更登記の義務化の概要

（資料）内閣府ホームページ（国土交通省調査）より当部作成

わが国では、所有者不明土地（所有者が判明しな
い、或いは所在不明で連絡がつかない土地）問題の
解消や空き家の適正管理などを目的に、とくに2023年
度以降、関連法の改正と新制度の導入が段階的に
進められてきました。
今回の措置は、2024年4月の「相続登記の義務化」
に続く不動産登記制度の改正で、実施日以前の変更
についても義務化の対象となります。また、正当な理由
なく登記しない場合には、5万円以下の過料が課され
る可能性があります（図表1）。
とは言え、引っ越しのたびに変更登記を行うことは現
実的ではありません。このため、個人では検索用情報
（生年月日等）の申出、法人では会社法人等番号
の登記・申出が予めなされている場合、登記官が職権
で住所等の変更登記を行う「スマート変更登記」の制
度が既に先行して導入されています。

広島県の数値は不明ですが、空き家率でみると、直近の
2023年は15.8％、うち使用目的のない空き家率は7.8％と、
ともに全国平均（各13.8％、5.9％）を上回る状況にあり、
対策を急ぐ必要があります。
2023年12月には、適切な管理の行われていない空き家
に対し、固定資産税等の住宅用地の特例を解除するなど、
税制面の改正も行われています。
こうした所有者不明土地や管理不全の放置空き家にか
かる一連のルール改正により、良好な周辺環境や治安・安
全が維持されるとともに、防災工事や公共事業、都市再開
発事業等にかかる障壁が実効性をもって取り除かれること
が期待されます。
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